
証券コード4187
平成29年２月７日

株 主 各 位
大阪市中央区安土町１丁目７番20号

大阪有機化学工業株式会社
取締役 社 長 鎮 目 泰 昌

第70期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第70期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますよう
ご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使すること
ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト
（http://www.evote.jp/）において賛否を入力されるか、いずれかの方法により、平成29年２月23
日（木曜日）午後６時までに到着するよう議決権を行使していただきますようお願い申しあげま
す。

敬 具
記

１．日 時 平成29年２月24日（金曜日）午前10時

２．場 所 大阪市中央区安土町三丁目１番３号

ヴィアーレ大阪 ４階 ヴィアーレホール

（昨年までの会場より変更となっておりますので、末尾の「株主総会会場ご
案内図」をご参照くださいますようお願い申しあげます。）

３．会議の目的事項
報告事項 1. 第70期（平成27年12月１日から平成28年11月30日まで）

事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

2. 第70期（平成27年12月１日から平成28年11月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 監査役１名選任の件
第３号議案 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
第４号議案 役員退職慰労金贈呈の件

４．招集にあたっての決定事項
次頁 ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞ をご参照ください。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(1) 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。

(2) 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合
は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.ooc.co.jp/）に
掲載いたしますのでご了承ください。
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＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使

していただきますようお願い申しあげます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行

使のお手続きはいずれも不要です。

記

１．議決権行使サイトについて

(1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電

話（ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サ

イト（http://www.evote.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施

可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

※「ｉモード」は㈱NTTドコモ、「EZweb」はKDDI㈱、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.

の商標または登録商標です。

(2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にフ

ァイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定され

ている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていな

い場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合

もございます。

(3) 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかの

サービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信お

よび携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、平成29年２月23日（木曜日）の午後６時

まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がござ

いましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について

(1) 議決権行使サイト（http://www.evote.jp/）において、議決権行使書用紙に記

載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案

内に従って賛否をご入力ください。

(2) 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の

改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パス

ワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

(3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通

知いたします。
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３．複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネ

ットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了

承ください。

(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使

された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと

携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効

とさせていただきます。

４．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金

等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケ

ット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料

金も株主様のご負担となります。

以 上

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)

・電話 0120-173-027 (受付時間 9:00～21:00、通話料無料)
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(添付書類)

事 業 報 告

（平成27年12月１日から
平成28年11月30日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、各種政策の効果などを背景に企業収益
が好調に推移し、景気は緩やかな回復基調となりました。一方、海外において
は、新興国や資源国経済の減速、米国経済の動向や英国のEU離脱問題など依然と
して先行きは不透明な状況が続いております。

また、化学工業界におきましては、国内景気の回復や原油安などにより、全体
的な事業環境は堅調に推移いたしました。
このような情勢の下、当社グループは、前連結会計年度（平成27年11月期）よ

りスタートしました10ヶ年の中長期経営計画「Next Stage 10」の目標達成に向
けて、各種施策に取り組んでおります。安定収益基盤としての化成品事業におい
ては、主力のアクリル酸エステルの収益性アップと海外拡販に注力しておりま
す。先端材料事業としての電子材料事業においては、主力製品のシェア拡大と次
世代表示材料の開発に努めてまいりました。また、機能化学品事業においては、
新規分野の開拓と海外拡販の強化とともに、既存製品の合理化と拡販による採算
性の改善を進めてまいりました。
この結果、当連結会計年度の売上高は235億８千６百万円（対前年同期比0.5％

減）、営業利益は24億４千１百万円（対前年同期比54.7％増）、経常利益は25億９
千６百万円（対前年同期比48.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は20億
４千４百万円（対前年同期比57.2％増）となりました。

セグメントの状況は次のとおりであります。(文中の数値はセグメント間取引
を含んでおります。）
＜化成品事業＞

化成品事業におきましては、アクリル酸エステルグループは、自動車塗料用や

光学材料向け粘着剤用の販売が堅調に推移しましたが、海外向けの販売が低調と

なり売上高は減少いたしました。メタクリル酸エステルグループは、売上高が横

ばいとなりました。また、原価低減の効果等によりセグメント利益は大幅に増加

いたしました。この結果、売上高は103億５千３百万円（対前年同期比3.5％減）、

セグメント利益は６億５千７百万円（対前年同期比93.9％増）となりました。
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＜電子材料事業＞

電子材料事業におきましては、表示材料グループは、パネルメーカーの低迷の

影響により売上高は減少いたしました。半導体材料グループは、販売が堅調に推

移し売上高は増加いたしました。また、半導体材料グループの売上高の増加に伴

いセグメント利益は増加いたしました。この結果、売上高は77億５千４百万円

（対前年同期比2.4％増）、セグメント利益は12億９千７百万円（対前年同期比

21.1％増）となりました。

＜機能化学品事業＞

機能化学品事業におきましては、化粧品原料グループは、海外向け販売が好調

に推移し売上高は増加いたしました。機能材料グループは、販売が堅調に推移し

売上高は増加いたしました。また、利益率の高い製品比率の増加によりセグメン

ト利益は大幅に増加いたしました。この結果、売上高は56億３千７百万円（対前

年同期比2.5％増）、セグメント利益は５億２百万円（対前年同期比206.6％増）

となりました。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度の設備投資額は、26億円となりました。その主なものといたし

ましては、金沢工場における製造プラント設備および立体倉庫等であります。ま

た、子会社におきましては、機能化学品事業の製造設備等であります。

(3) 資金調達の状況
当連結会計年度におきましては、重要な資金調達を行っておりません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務
の承継の状況
該当事項はありません。
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(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分
の状況
該当事項はありません。

(8) 財産および損益の状況の推移

期別
区分

第 67 期
(24.12.1～25.11.30)

第 68 期
(25.12.1～26.11.30)

第 69 期
(26.12.1～27.11.30)

第70期(当連結会計年度)
(27.12.1～28.11.30)

売 上 高 22,559,847千円 23,790,231千円 23,707,366千円 23,586,499千円

経 常 利 益 1,366,298千円 1,468,106千円 1,751,878千円 2,596,271千円

親会社株主に帰属する当期純利益 946,974千円 891,848千円 1,300,634千円 2,044,076千円

１株当たり当期純利益 41.30円 38.90円 56.81円 91.07円

総 資 産 額 31,315,706千円 34,435,718千円 33,427,248千円 35,840,987千円

純 資 産 額 23,248,864千円 24,141,570千円 25,851,000千円 26,972,695千円

１株当たり純資産額 1,004.68円 1,043.33円 1,129.35円 1,193.90円

(注) １．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
２．１株当たり当期純利益は期中平均株式数（自己株式数控除後）により、また、１株当たり

純資産額は、期末発行済株式数から期末保有自己株式数を控除した値によりそれぞれ算出
し、小数第２位未満は四捨五入により表示しております。

(9) 重要な親会社および子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社および関連会社の状況
１．重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容

神港有機化学工業株式会社 55,000千円 73.6％ 酢酸エステルの製造販売

光碩（上海）化工貿易有限公司 210,000千円 100.0％ 工業薬品の販売・貿易

２．重要な関連会社の状況
該当事項はありません。

③ その他
該当事項はありません。
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(10) 対処すべき課題
当社グループは、製品の徹底した品質管理と安全性の確保を第一に、販売の強

化と生産コストおよび経費の削減を行い、高度な研究開発力をさらに強化し新規

製品開発に取り組み、全社での製品生産体制の合理化と業績の向上を目指し、一

層の財務内容の健全化を進める所存であります。

平成27年11月期よりスタートいたしました10ヶ年中長期経営計画【Next Stage

10】(平成27年11月期から平成36年11月期）の基本方針に掲げる４項目の達成へ

当社グループ一丸となって取り組んでまいります。【Next Stage 10】では平成36

年11月期の売上高300億円以上、営業利益30億円以上、海外売上高比率30％以上

を目標に、本計画の基本方針『10年後のありたい姿に向けた基本方針』である４

項目を掲げ、着実に収益に結びつけるべく事業運営を図ってまいります。

１．既存事業における３つのNo.１実現に向けたビジネスモデルの革新

① 『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性No.１

顧客の課題を解決する高機能な製品を継続して開発・提案

② 少量多品種と開発・生産スピードNo.１

顧客要望にきめ細かく対応した少量多品種生産と製品開発・試作から工場

生産・納入に至るまで

③ 一貫製造体制による顧客プロセスのソリューションNo.１

モノマーの品揃え・技術ノウハウとモノマーからポリマーの一貫開発／製

造体制をベースにした顧客プロセスのソリューション提供

２．新たな収益の柱となる新規事業の創出

『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性材料の創出

３．グローバル事業の拡大・推進

顧客・市場環境を踏まえた事業展開の加速

４．経営・事業基盤の整備と強化

トータルコストの上昇抑制、人材育成・獲得と技能伝承、効率的な組織基盤

の整備

また、各事業におきましては以下の事業展開を推進してまいります。

(化成品事業)

コア製品であるアクリル酸エステルの海外市場への販売強化を進め市場確保を

行うとともに、既存製品と新製品の市場投入により用途開発と需要の拡大を目指

し、プロセスの改善による生産設備の効率化によりコスト競争力を強化してまい

ります。
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(電子材料事業)

現状製品の市場確保・拡大を行うとともに、フォトリソグラフィー技術を活か

した高精細化加工技術への発展的貢献と次世代表示材料への応用展開により、安

定した高収益の確保を図ってまいります。表示材料グループは、液晶パネル関連

材料の海外展開強化とシェアアップに向け、高精細柱状スペーサー材料や絶縁膜

材料の開発販売強化を図ってまいります。また、半導体材料グループは、ArF向

け半導体レジストの原材料として、市場をリードする材料の販売の強化を図って

まいります。

(機能化学品事業)

機能性ポリマー化技術・精密有機合成技術および精製技術の技術基盤をさらに

拡充し、次期成長分野の開拓を図ってまいります。化粧品原料グループは、ヘア

ケア化粧品基材の海外展開を図ってまいります。また、機能材料グループは、新

規機能材料により新規市場開拓を図ってまいります。

さらに、「企業の社会的責任の実現と企業価値の向上」を目指し、当社は、コ

ーポレートガバナンスの充実が重要課題であると認識しており、当社グループに

おけるコーポレートガバナンスは公正な企業活動を期すとともに、経営の透明性

を高め経営システムの効率性とスピードの向上を目的とし、かつ、会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための仕組みと捉えており、社内外と

のゴーイング・コンサーン（事業活動の継続）の共通認識を醸成しながらコーポ

レートガバナンスの充実を重要な経営課題とし、その向上と改善に取り組んでお

ります。また、内部統制システムの構築・推進、内部統制委員会でのコンプライ

アンスおよびリスク管理の強化や安全・環境・品質を重視し、ISO-9001、

ISO-14001、OHSASを推進するとともに、株主、顧客、取引先、当社従業員および

地域社会等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指すことで、長期的な

観点に立ち財務体質と経営基盤の強化を図り、事業強化と適切な利益配分により

企業価値の向上を目指してまいります。

(11) 主要な事業内容

事 業 内 容

各 種 化 学 工 業 薬 品 の 製 造 ・ 販 売
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(12) 主要な営業所および工場

名 称 所 在 地

当 社

本 社 大 阪 市 中 央 区

東 京 オ フ ィ ス 東 京 都 中 央 区

大 阪 事 業 所 大 阪 府 柏 原 市

金 沢 工 場 石 川 県 白 山 市

酒 田 工 場 山 形 県 飽 海 郡 遊 佐 町

八 千 代 事 業 所 千 葉 県 八 千 代 市

子 会 社
神 港 有 機 化 学 工 業 株 式 会 社 神 戸 市 東 灘 区

光 碩 （上 海） 化 工 貿 易 有 限 公 司 中 国 上 海 市

(13) 従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

区 分 従業員数（前期末比増減) 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 355名(－７名) 40.8歳 16.8年

女 性 40名(－１名) 37.0歳 11.0年

合計または平均 395名(－８名) 40.4歳 16.2年

(注) 平均年齢および平均勤続年数は、小数第１位未満を切り捨てて表示しております。

② 当社の従業員の状況

区 分 従業員数（前期末比増減) 平 均 年 齢 平均勤続年数

男 性 319名(－８名) 40.6歳 17.2年

女 性 36名(－２名) 37.1歳 11.3年

合計または平均 355名(－10名) 40.2歳 16.6年

(注) 平均年齢および平均勤続年数は、小数第１位未満を切り捨てて表示しております。

(14) 主要な借入先

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,587,530千円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 205,800千円
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(15) その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

２．会社の株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 76,000,000株
(2) 発行済株式の総数 22,410,038株

(自己株式数9,808株を含む。)
(3) 株主数 3,433名
(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持株比率

千株 ％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,457 6.5

Western Red Cedar 株 式 会 社 1,080 4.8

三 菱 レ イ ヨ ン 株 式 会 社 928 4.1

大 阪 有 機 化 学 従 業 員 持 株 会 705 3.1

Ｊ Ｓ Ｒ 株 式 会 社 700 3.1

鎮 目 泰 昌 686 3.1

安 川 義 孝 652 2.9

株 式 会 社 日 本 触 媒 596 2.7

東 亞 合 成 株 式 会 社 521 2.3

嶋 田 早 智 子 498 2.2

(注) 持株比率は自己株式（9,808株）を控除して算出しております。

(5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

３．会社の新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等

氏 名 地位および担当 重要な兼職の状況

鎮 目 泰 昌 ※取締役社長

上 林 泰 二
常務取締役

事業本部長兼管理本部管掌

光碩（上海）化工貿易有限公司董事

長

林 優 司 常務取締役生産本部長

鎮 目 清 明 取締役社長室長

松 永 光 正
取締役

社長室関係会社担当

安 藤 昌 幸
取締役

技術本部長兼先進技術研究所長

本 田 宗 一
取締役

管理本部長兼人事担当部長

安 原 徹 社外取締役

公認会計士・税理士

ひびき監査法人

代表社員

濵 中 孝 之 社外取締役

弁護士

はばたき綜合法律事務所

パートナー

伊 田 忠 夫 監査役（常勤）

吉 村 勲 社外監査役

公認会計士・税理士

古林紙工株式会社

社外監査役

檜 山 洋 子 社外監査役

弁護士

株式会社アキラ

代表取締役

弁護士法人エートス

社員弁護士

(注) １．※印は代表取締役であります。
２．取締役 安原徹、濵中孝之、監査役 吉村勲、檜山洋子の４氏は、東京証券取引所に対し、

独立役員として届け出ております。
３．監査役 吉村勲氏は、公認会計士・税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知

見を有しております。
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(2) 取締役および監査役の報酬等の額
支給対象取締役 12人 162,584千円（うち社外 2人 11,760千円）

支給対象監査役 3人 31,680千円（うち社外 2人 13,860千円）

(注) １．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成19年２月23日開催の第60期定時株主総会決議において

年額３億６千万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいており
ます。

３．監査役の報酬限度額は、平成18年２月24日開催の第59期定時株主総会決議において
年額４千万円以内と決議いただいております。

４．上記報酬等の額には、役員賞与32,920千円（支給対象取締役３名）を含んでおりま
す。

５．上記報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額22,692千円
（取締役19,812千円、監査役2,880千円）を含んでおります。

(3) 社外役員に関する事項
社外取締役 安原 徹

イ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

・ひびき監査法人 代表社員

なお、当社と同法人との間には特別な関係はありません。

ロ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の社外役員である場合）および当社

と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会への出席状況は、16回中16回出席しております。

・取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努め、公認会計士と

して主に会計的な見地から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいてお

ります。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と当該社外取締役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任

限度額であります。
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社外取締役 濵中 孝之
イ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係
・はばたき綜合法律事務所 パートナー
なお、当社と同法人との間には特別な関係はありません。

ロ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の社外役員である場合）および当社
と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会への出席状況は、就任後に開催された13回中13回出席してお
ります。
・取締役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努め、弁護士として
主に法務的な見地から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいておりま
す。

ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と当該社外取締役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任
限度額であります。

社外監査役 吉村 勲
イ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。

ロ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の社外役員である場合）および当社
と当該他の法人等との関係
・古林紙工株式会社 社外監査役
なお、当社と古林紙工株式会社との間には特別な関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況
・取締役会への出席状況は、16回中16回出席しております。
・監査役会への出席状況は、14回中14回出席しております。
・取締役会および監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努
め、公認会計士として主に会計的な見地から経営上貴重なご指摘、ご意
見をいただいております。

ニ．責任限定契約の内容の概要
当社と当該社外監査役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定
に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し
ております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任
限度額であります。
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社外監査役 檜山 洋子

イ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当

社と当該他の法人等との関係

・株式会社アキラ 代表取締役

・弁護士法人エートス 社員弁護士

なお、当社と株式会社アキラおよび弁護士法人エートスとの間には特別

な関係はありません。

ロ．他の法人等の兼職状況（他の法人等の社外役員である場合）および当社

と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

・取締役会への出席状況は、16回中16回出席しております。

・監査役会への出席状況は、14回中14回出席しております。

・取締役会および監査役会に出席し、業績その他経営状況の把握に努

め、弁護士として主に法務的な見地から経営上貴重なご指摘、ご意見を

いただいております。

ニ．責任限定契約の内容の概要

当社と当該社外監査役は、会社法第427条第１項および当社定款の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任

限度額であります。

５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
① 当社および子会社が支払うべき会計監査人に対する報酬等の合計額

26,000千円

② ①の合計額のうち、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項の

業務（監査証明業務）の対価として当社および当社の子会社が会計監査人に

支払うべき報酬等の合計額

26,000千円
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③ ②の合計額のうち、当社が会計監査人に支払うべき会計監査人としての報酬

等の額

26,000千円
(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記
金額は合計額で記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬の見積りの算
出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、同意の判断を行
っております。

３．当社の重要な子会社のうち、光碩（上海）化工貿易有限公司は、当社の会計監査人
以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有する
者を含む）の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容
該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社は、会社法第340条第１項各号に定める監査役会による会計監査人の解任

のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合は、監

査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に

提案いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要
当社と会計監査人は会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限

度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

(6) 辞任した会計監査人の状況
該当事項はありません。

(7) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分に関する事項
該当事項はありません。
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６．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制その他業務の適正を確保する体制
当社は、取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方

針」を決議しております。

① 取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務執行は、取締役会における業務報告、情報交換などによる相互監

視や、社外取締役の選任によりその適法性の確保を図る。

また、当社の社是、基本理念に基づき、法令遵守を明文化した「経営方針」、

「経営理念」を定め、社長直属の委員会として内部統制委員会を設置し、当社お

よび子会社の役員、社員（使用人）が遵守すべき「行動憲章」の策定などコンプ

ライアンス体制の整備および維持を図る。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る記録（取締役会議事録等）については、当社の「文

書管理規程」に従い、適切に保存および管理を行う。

また、取締役の職務執行に係る情報については、当社および子会社の情報管理

に関する情報セキュリティポリシーを「情報セキュリティ基本方針」以下の規程

類として体系的に整備し、その適切な運用を図る。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、リスクの発生を未然

に防止するために、内部統制委員会で当社および子会社のリスク管理体制の構築

を行い、全社的リスク管理の推進を図る。また、万一、不測の事態が発生した場

合に備えて「危機管理規程」を定め、社長を対策本部長とする対策本部を設置

し、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整える。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎とし

て、「取締役会規則」に基づき、毎月１回取締役会を開催し、迅速な意思決定と

効率的な業務執行を行う。

当社の経営戦略に関わる重要事項については事前に社長をはじめとする取締役

ならびに理事役によって構成される経営会議において討議を行い、その審議を経

て取締役会で意思決定を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務権限規程」ならびに「稟

議決裁規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続について定

め、業務運営の効率化を図る。
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⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

前述のとおり、社長直属の委員会として内部統制委員会を設置し、当社および

子会社の役員、社員（使用人）が遵守すべき「行動憲章」の策定などコンプライ

アンス体制の整備および維持を図る。

総務部は、各部署にて、「経営方針」、「経営理念」、「会社規程等」の周知徹底

を図るとともに、当社および子会社でコンプライアンス研修の実施を行う。

内部監査室は、当社および子会社に対して、「内部監査規程」に基づき、法令

および社内規程の遵守状況ならびに業務の効率性等の監査を実施し、その結果を

社長および内部統制委員会に報告する。

また、法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について当社および子

会社が利用可能な「内部通報規程」を制定し、その運用を行う。

⑥ 当該株式会社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務

の適正を確保するための体制

当社および子会社は、「行動憲章」を共有し、企業集団全体のコンプライアン

ス体制およびリスク管理体制の構築に努めるとともに、「行動憲章」を基礎とし

た諸規程を定め、自立的に業務の適正を確保するための体制を整備する。各子会

社は、「関係会社管理規程」に基づき、業務執行状況・財務状況を定期的に当社

に報告するとともに、経営の重要な事項については、当社への事前協議等を行う

ものとする。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性の確保に関する事項、当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役から求めがあった場合、監査役の職務を補助するための担当者を配置

し、監査役の指示による調査の権限を認めるものとする。当該担当者の人事考課

は監査役が行い、異動等の人事に関する事項の決定には、監査役の同意を要する

ものとする。

⑧ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告

に関する体制

取締役会ならびに経営会議において、取締役および社員（使用人）は監査役に

対して、法定の事項に加え、次の事項は、発見次第直ちに報告する。

１．会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

２．会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財産

上の問題
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上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および社員（使用

人）に対して報告を求めることができるものとする。監査役は、取締役および社

員（使用人）より報告を受けた場合、その他の監査役に速やかに報告を行う。ま

た、前述した社内通報に関する「内部通報規程」を適切に運用することにより、

当社および子会社の法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役

への適切な報告体制を確保するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保

する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．監査役が、会議の議事録、各種報告書等の会社の重要情報について閲覧でき

る体制を整える。

２．監査役専用の部屋を置き、独立した監査役業務が行える体制を整える。

３．各部門長および担当者には、監査の重要性を認識させ、監査の実効性を高め

る体制を整える。

４．社長は、随時、監査役との会合をもち、会社の経営方針を確認するととも

に、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査役監査の環境

整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互の意思疎通を

図る。

５．監査役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、

会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の求める財務報告に係る内部統制報告制度の円滑かつ

効果的な運営を行うために「内部統制規程」を定め、その有効性を継続的に評価

するために必要な業務体制を整える。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを基本方針とし、反社会的

勢力の排除に向け、「行動憲章」や「コンプライアンスマニュアル」による社内

周知を図る。また、総務部を中心に、反社会的勢力に関する情報の収集や警察を

はじめとする外部専門機関との連携を図ることで、不測の事態に対処する体制を

整える。
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７．業務の適正を確保する体制の運用状況
当社および子会社からなる企業集団が整備している内部統制システムにおける

当事業年度の運用状況の概要は以下のとおりです。

(1) コンプライアンス

当社および子会社の全社員に向けて、コンプライアンスの重要性に関するメッ

セージを定期的に発信するとともに、情報セキュリティ、インサイダー取引防

止、法令の遵守に関する周知を徹底し、コンプライアンス意識向上に向けた取り

組みを継続的に行っております。

(2) リスクマネジメント

当社および子会社の事業リスクについて内部統制委員会でレビューを実施する

とともに、主要な損失の危険に関する事項は、経営会議にて所管部門の担当役員

から適宜、報告を行っております。

(3) 取締役の職務の執行

取締役会は、社外取締役2名を含む取締役9名で構成され、監査役3名も出席し

ております。取締役会は、計16回開催し、各議案についての、審議、業務執行の

状況等の監督を行っております。また、子会社における経営上の重要な意思決定

事項については、当社取締役会にて決議を行っております。

(4) 監査役の職務の執行

監査役は当事業年度において監査役会を14回開催し、監査役会において定めた

監査計画に基づいた監査を実施しております。また、取締役会および経営会議等

重要な会議への出席や、取締役、会計監査人ならびに内部監査室との間で情報交

換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの整備ならびに

運用状況を確認しております。

(5) 内部監査

内部監査室は、監査計画に基づき、次に掲げる内部監査を実施し、社長および

内部統制委員会に報告を行っております。

イ、当社および子会社における業務の適正性、法令遵守状況に関する業務監査

ロ、財務報告に係る内部統制の評価

(6) 反社会的勢力排除

お取引先様の契約書等に反社会的勢力排除に関する条項を盛り込むとともに、

反社会的勢力の情報を収集する取り組みを継続的に実施しております。
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８．株式会社の支配に関する基本方針
当社は、平成20年１月11日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条

第３号本文に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）を定め、

同年２月22日開催の当社第61期定時株主総会において株主の皆様にご承認いただ

き、この基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ

(2)）として、当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を導入いた

しました。その後、平成23年２月18日開催の当社第64期定時株主総会及び平成26

年２月21日開催の当社第67期定時株主総会において、それぞれ内容を一部変更し

て継続することをご承認いただきました（以下、当社第67期定時株主総会で継続

が承認された対応策を「本プラン」といいます。）。なお、本プランの有効期限

は、平成29年２月24日開催予定の当社第70期定時株主総会（以下「本定時株主総

会」といいます。）の終了の時までとなっていることから、当社は、平成29年１

月12日開催の当社取締役会において、その内容を一部変更の上、本定時株主総会

において株主の皆様にご承認いただくことを条件として継続することを決議いた

しました。変更後の本プランの内容は、招集ご通知51頁から75頁に記載のとおり

です。

　

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題

と考え、その実現に日々努めております。従いまして、当社は、当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、当

社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひい

ては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければなら

ないと考えております。

上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねら

れているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終

的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配

権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体

の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等

の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資

するものであればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付

けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対
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する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそ

れがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や

情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をも

たらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値

ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されま

す。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量

買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切

であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を

採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必

要があると考えております。

② 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み

ア 当社の企業価値の源泉

当社は、昭和21年12月の設立以来「従業員の愛情と和と勤勉を大切にし、常

に新しい技術の研鑽に努めることにより社会と産業界の進歩、発展に貢献す

る」ことを基本理念として、アクリル酸の国内における製造・販売の企業化に

初めて成功し、その製造技術を基に特殊アクリル酸エステルの製造・販売を行

っています。当社は、その独自の技術力を活かし、有機工業薬品として幅広い

分野へ中間体原料を提供しております。

当社の企業価値の源泉は、高度の研究開発力を活かした高付加価値製品拡大

を可能とするフレキシブルな工場稼動体制・供給体制及び営業・研究開発の連

動による少量・多品種の生産体制を活かした、多様なお客様の幅広いご要望に

対するスピーディーな対応力にあると考えています。さらに、顧客、取引先、

当社従業員及び地域社会等の様々なステークホルダーとの間で、長年にわたり

良好な関係の維持・発展に努め、企業価値の源泉となる信頼関係を築き上げて

まいりました。これらの企業価値の源泉を基に、上記①記載の基本方針に示し

たとおり、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目指して

おります。

イ 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための取組み

当社は、アクリル酸エステル製品の製造・販売を軸に事業展開をしてまいり

ました。具体的には、塗料・粘接着剤・印刷インキ・合成樹脂等の原料として

のアクリル酸エステル製品を持続的成長のための安定収益基盤とする一方、こ

のアクリル酸エステル製品を発展的に応用展開した特殊化学品の液晶関連や半

導体材料を中心とする電子材料分野を高収益性事業として強化しております。

当社は、これらの事業を基に、企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の
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利益の確保・向上を実現するために、平成27年11月期よりスタートいたしまし

た10ヶ年中長期経営計画【Next Stage 10】（平成27年11月期から平成36年11月

期）を策定し、その基本方針に掲げる４項目の達成へ当社グループ一丸となっ

て取り組んでおります。

【Next Stage 10】では平成36年11月期の売上高300億円以上、営業利益30億

円以上、海外売上高比率30％以上を目標に、本計画の基本方針『10年後のあり

たい姿に向けた基本方針』である４項目を掲げ、着実に収益に結びつけるべく

事業運営を図っております。

１．既存事業における３つのNo.１実現に向けたビジネスモデルの革新

① 『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性No.１

顧客の課題を解決する高機能な製品を継続して開発・提案

② 少量多品種と開発・生産スピードNo.１

顧客要望にきめ細かく対応した少量多品種生産と製品開発・試作から工

場生産・納入に至るまで

③ 一貫製造体制による顧客プロセスのソリューションNo.１

モノマーの品揃え・技術ノウハウとモノマーからポリマーの一貫開発/

製造体制をベースにした顧客プロセスのソリューション提供

２．新たな収益の柱となる新規事業の創出

『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性材料の創出

３．グローバル事業の拡大・推進

顧客・市場環境を踏まえた事業展開の加速

４．経営・事業基盤の整備と強化

トータルコストの上昇抑制、人材育成・獲得と技能伝承、効率的な組織基

盤の整備

また、各事業におきましては以下の研究開発・市場開発及び生産体制の強化

を行うことにより計画達成を目指すものであります。

(ア)持続的成長のための安定収益基盤事業（化成品事業）

コア製品であるアクリル酸エステルの市場確保を行うとともに、用途開

発と需要の拡大を目指し、生産設備の効率化によりコスト競争力を強化し

てまいります。

(イ)安定した高収益性の事業（電子材料事業）

現状製品の市場確保・拡大を行うとともに、フォトリソグラフィー技術

を活かした高精細化加工技術への発展的貢献と次世代（表示）材料への応

用展開を図ってまいります。

(ウ)発展に必要な次期成長分野の開拓と技術基盤を強化する事業（機能化学

品事業）
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機能性ポリマー化技術・精密有機合成技術及び精製技術の技術基盤を更

に拡充し、次期成長分野の開拓を図ってまいります。

また、株主還元につきましては、長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の

強化を図るとともに株主の皆様への利益還元を充実させることを経営の重要政

策と位置付け、会社の業績や今後の事業計画に備えた内部留保の充実等を勘案

してバランスをとりつつ、配当性向30％を重要な指標のひとつとし、業績に応

じた配当額を決定いたします。平成28年度においては１株当たり年間25円（中

間期12円、期末13円）の配当とさせていただきました。平成29年度におきまし

ても、１株当たりの配当年間20円（中間期９円、期末11円）を予定しておりま

す。さらに、「企業の社会的責任の実現と企業価値の向上」を目指し、当社は、

コーポレートガバナンスの充実が重要課題であると認識しており、社外取締役

を選任しております。また、内部統制システムの構築・推進、内部統制委員会

でのコンプライアンス及びリスク管理の強化や安全・環境・品質を重視し、

ISO-9001、ISO-14001、OHSASを推進するとともに、株主、顧客、取引先、当社

従業員及び地域社会等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指すこと

で、長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の強化を図り、事業強化と適切な

利益配分により企業価値の向上を目指してまいります。

これらの取組みは、今般決定しました、上記①記載の基本方針の実現に資す

るものと考えております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支

配されることを防止するための取組み

当社は、上記①記載の基本方針に照らして不適切な者によって大量買付けがな

された場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するためには、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的なル

ールに従って行われることが必要であり、このことが、当社の企業価値ひいては

株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資すると考えております。

そこで、当社は、平成20年１月11日開催の当社取締役会において、上記①記載

の基本方針に照らして不適切な者によって大量買付けがなされた場合に、それら

の者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取組みとして、大量買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する

一定のルールを設定するとともに、対抗措置の発動手続等を定めた対応策を導入

することを決議し、平成20年２月22日開催の当社第61期定時株主総会において株

主の皆様にご承認いただきました。また、この対応策を一部変更し、旧プランと

して継続することを平成23年２月18日開催の当社第64期定時株主総会において株

主の皆様にご承認していただきました。旧プランの有効期限は、平成26年２月21

日開催の当社第67期定時株主総会の終了の時までとなっていましたが、当社第67
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期定時株主総会において、旧プランの内容を一部変更した本プランの継続につい

て、株主の皆様にご承認いただきました。本プランの有効期限は、本定時株主総

会の終了の時までとなっております。

本プランは、当社株券等（注１）の特定株式保有者等（注２）の議決権割合

（注３）を20％以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株式保有

者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても当

社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具

体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を「大量

買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）に応

じるか否かを株主の皆様に適切にご判断いただくための必要十分な情報及び時間

を確保するために、大量買付者から意向表明書が当社代表取締役に対して提出さ

れた場合に、当社が、大量買付者に対して、事前に大量買付情報の提供を求め、

当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者との買付条件等に関する交

渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、独立委員会の勧告を最大

限尊重した上で、大量買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時

点において相当と認められる対抗措置を発動するための大量買付ルールを定めて

います。また、本プランにおいては、当社取締役会が実務上適切と判断した場合

には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断

を株主の皆様の意思に委ねることとしております。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、検討期間が終了するまで、又は当社

取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、当該株主総会において対抗措置

の発動に関する議案が決議されるまでは、大量買付行為を開始することができな

いものとします。

なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト

（http://www.ooc.co.jp/）をご覧ください。
注１：株券等

金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

注２：特定株式保有者等

(ｉ)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）

の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保

有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。以

下同様とします。）及びその共同所有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保

有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）

又は、

(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等

（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを
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問わず取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその

特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者及び当社取締役会がこれ

に該当すると認めた者をいいます。）を意味します。

注３：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式

数から、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出

されたものに記載された数の保有自己株式数を除いた株式の議決権数とします。

　

④ 上記②及び③の取組みに対する取締役の判断及びその理由

ア 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②）について

上記②「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組み

は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向

上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に

資するものとなっており、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主

の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではありません。

イ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組み（上記③）について

(ア)当該取組みが基本方針に沿うものであること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量

買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会

が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様

のために大量買付者等と交渉を行うこと等を可能としたりすることにより、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるため

の取組みであり、基本方針に沿うものであります。

(イ)当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

当社は、本プランは、(ⅰ)経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で

発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に

関する指針」において定められた三原則を完全に充足しており、平成20年６

月30日に企業価値研究会が発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防

衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容となっていること、(ⅱ)株主の皆様の

意思の反映・尊重がなされていることに加え、大量買付情報その他大量買付

者から提供を受けた情報を適用ある法令等及び取引所規則に従って速やかに

株主の皆様に開示することとしていること、(ⅲ)当社取締役会の恣意的判断

を排除するための取組みとして、(a)独立委員会を設置して独立性の高い社
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外者の判断を重視していること、(b)本プランに従った大量買付者に対する

対抗措置の発動については、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理

的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ行われるとされてい

ること、また、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措

置の発動の是非は当社株主総会の決議に委ねられていること、及び(ⅳ)デッ

ドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないことから、当社の株主の皆

様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的

とするものではないと考えております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年11月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 資 産 16,730,182 流 動 負 債 5,768,382

現 金 及 び 預 金 4,525,080 支払手形及び買掛金 3,139,692

受取手形及び売掛金 6,452,698 短 期 借 入 金 10,000

電 子 記 録 債 権 388,975 １年内返済予定長期借入金 621,080

有 価 証 券 301,130 未 払 金 961,080

製 品 2,487,942 未 払 法 人 税 等 600,494

仕 掛 品 1,380,720 役員賞与引当金 37,920

原材料及び貯蔵品 898,937 そ の 他 398,113

繰 延 税 金 資 産 218,651 固 定 負 債 3,099,909

そ の 他 85,822 長 期 借 入 金 1,621,518

貸 倒 引 当 金 △9,775 繰 延 税 金 負 債 784,445

固 定 資 産 19,110,805 役員退職慰労引当金 503,029

有形固定資産 12,156,151 固定資産撤去損失引当金 30,883

建物及び構築物 5,940,045 そ の 他 160,033

機械装置及び運搬具 3,187,479 負 債 合 計 8,868,292

土 地 2,290,382 ( 純資産の部 )

建 設 仮 勘 定 442,359 株 主 資 本 25,088,037

そ の 他 295,885 資 本 金 3,600,295

無形固定資産 409,670 資 本 剰 余 金 3,477,468

の れ ん 384,733 利 益 剰 余 金 18,016,487

そ の 他 24,937 自 己 株 式 △6,214

投資その他の資産 6,544,983 その他の包括利益累計額 1,655,593

投 資 有 価 証 券 6,069,431 その他有価証券評価差額金 1,924,991

保 険 積 立 金 220,750 為替換算調整勘定 △8,956

退職給付に係る資産 143,036 退職給付に係る調整累計額 △260,441

そ の 他 112,040 非支配株主持分 229,064

貸 倒 引 当 金 △275 純 資 産 合 計 26,972,695

資 産 合 計 35,840,987 負債及び純資産合計 35,840,987
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年12月１日から
平成28年11月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 23,586,499

売 上 原 価 17,249,823

売 上 総 利 益 6,336,676

販売費及び一般管理費 3,895,078

営 業 利 益 2,441,598

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 123,933

そ の 他 72,182 196,116

営 業 外 費 用

支 払 利 息 9,809

為 替 差 損 24,266

そ の 他 7,366 41,442

経 常 利 益 2,596,271

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 249

投 資 有 価 証 券 売 却 益 191,805

退 職 給 付 制 度 改 定 益 113,931 305,987

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 7,324 7,324

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,894,935

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 813,845

法 人 税 等 調 整 額 31,669 845,515

当 期 純 利 益 2,049,420

非支配株主に帰属する当期純利益 5,343

親会社株主に帰属する当期純利益 2,044,076
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年12月１日から
平成28年11月30日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,600,295 3,680,880 16,553,237 △155,302 23,679,111

当期変動額

剰余金の配当 △450,325 △450,325

親会社株主に帰属す
る当期純利益

2,044,076 2,044,076

自己株式の取得 △184,825 △184,825

自己株式の消却 △203,411 △130,501 333,912 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 － △203,411 1,463,250 149,087 1,408,925

当期末残高 3,600,295 3,477,468 18,016,487 △6,214 25,088,037

その他の包括利益累計額
非 支 配
株主持分

純 資 産
合 計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 2,226,904 20,173 △300,913 1,946,164 225,723 25,851,000

当期変動額

剰余金の配当 △450,325

親会社株主に帰属す
る当期純利益

2,044,076

自己株式の取得 △184,825

自己株式の消却 －

株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

△301,913 △29,130 40,472 △290,571 3,341 △287,230

当期変動額合計 △301,913 △29,130 40,472 △290,571 3,341 1,121,695

当期末残高 1,924,991 △8,956 △260,441 1,655,593 229,064 26,972,695
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連 結 注 記 表

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）

１．連結の範囲に関する事項

　 連結子会社 ２社 神港有機化学工業株式会社、光碩（上海）化工貿易有限公司

２．持分法の適用に関する事項

関連会社２社（サンユーケミカル株式会社及びサンエステルコーポレーション）は、連結純損益

及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法を適用しておりません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、光碩（上海）化工貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書

類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しておりま

す。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(ロ)たな卸資産

製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年４月１日以降取得の建物（附属設備は除く）並びに平成28年４月１

日以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 及 び 構 築 物　３～50年

機械装置及び運搬具　２～８年
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(ロ)無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア（自社利用）

定額法。なお、償却年数については、社内における利用可能期間（５年）によっておりま

す。

(ハ)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年11月

30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。

(ロ)役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支出見込額に基づき計上しております。

(ハ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(ニ)固定資産撤去損失引当金

生産設備等の撤去に伴う支出に備えるため、支出見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

(イ)退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。

(ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による

定額法により費用処理しております。
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(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等

(ハ)ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、為替予約管理規程に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保さ

れているので連結決算日における有効性の評価を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

５年間の定額法により償却しております。

(8) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更に関する注記)

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年９月13日。以下「企業結合会計基

準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成25年９月13日。以下

「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号平成25年９月

13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している

場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連

費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年

度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の

見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。

加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行って

おります。
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企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-２項(４)、連結会計基準第44-５

項(４)及び事業分離等会計基準第57-４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年

度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当連結会計年度において、連結計算書類及び１株当たり情報に与える影響額はありませ

ん。

　

（減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱

い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当連結会計年度から適用し、平成28年４月１日以

降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

　

（表示方法の変更に関する注記）

前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めていた「電子記録債権」は、連結貸借

対照表の明瞭性を高める観点から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。なお、前連

結会計年度の「電子記録債権」は、455,118千円であります。

　

（追加情報）

(確定拠出年金制度への移行)

当社及び国内連結子会社は、平成27年12月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。本移行に伴う退職給付債務の減少による113,931千円の特別利益を当連結会計

年度に計上いたしました。

　

(法人税率の変更等による影響)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す

る等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に

開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延

税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1％から平成28年12月１日及

び平成29年12月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平

成30年12月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5％となり

ます。なお、この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。
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（連結貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 29,912,870千円

　

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び総数

当連結会計
年度期首株式数

(株)

当連結会計年度
増加株式数

(株)

当連結会計年度
減少株式数

(株)

当連結会計
年度末株式数

(株)

発行済株式

　普通株式 22,937,038 － 527,000 22,410,038

　合計 22,937,038 － 527,000 22,410,038

自己株式

　普通株式 246,708 290,100 527,000 9,808

　合計 246,708 290,100 527,000 9,808

（変動事由の概要）

１.発行済株式の減少数の内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の消却による減少 普通株式 527,000株

　

２.自己株式の増加数及び減少数の内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 普通株式 290,100株

取締役会決議による自己株式の消却による減少 普通株式 527,000株

　

２．配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成28年２月26日
定時株主総会

普通株式 181,522 8.00
平成27年
11月30日

平成28年
２月29日

平成28年７月７日
取締役会

普通株式 268,802 12.00
平成28年
５月31日

平成28年
８月15日

② 当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の
種類

配当金
の総額
(千円)

配当の
原資

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成29年２月24日
定時株主総会

普通株式 291,202
利益
剰余金

13.00
平成28年
11月30日

平成29年
２月27日
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（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融商品で運用しております。

受取手形及び売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従い、取引先

の状況を定期的にモニタリングし、相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

また、有価証券は主として社債であり、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式

であります。これらについては定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的

に見直しています。

なお、デリバティブは外貨建て売上債権の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取

引は行わない方針であります。

２．金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお

りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの（（注２)参照）及び重要性が乏しいも

のは、次表には含まれていません。

(単位：千円)

連結貸借対照表
計上額 (*)

時価 (*) 差額

(1) 現金及び預金 4,525,080 4,525,080 －

(2) 受取手形及び売掛金 6,452,698 6,452,698 －

(3) 電子記録債権 388,975 388,975 －

(4) 有価証券及び投資有価証券

　 その他有価証券 6,174,568 6,174,568 －

(5) 支払手形及び買掛金 (3,139,692) (3,139,692) －

(6) デリバティブ取引 － － －

(*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。
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(4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金

融機関から提示された価格によっております。

(5) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額によっております。

(6) デリバティブ取引

為替予約の振当処理については、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されてい

るため、その時価は売掛金の時価に含めて記載しております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 195,992

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,193円90銭

２．１株当たり当期純利益 91円07銭

　 算定上の基礎は次のとおりであります。

　 親会社株主に帰属する当期純利益 2,044,076千円

　 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 2,044,076千円

　 普通株式の期中平均株式数 22,444,622株

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（平成28年11月30日現在） (単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 ) ( 負 債 の 部 )

流 動 負 債
買 掛 金
短 期 借 入 金
１年内返済予定長期借入金
未 払 金
未 払 費 用
未 払 法 人 税 等
預 り 金
役員賞与引当金
そ の 他

固 定 負 債
長 期 借 入 金
繰 延 税 金 負 債
役員退職慰労引当金
固定資産撤去損失引当金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

5,138,634
2,877,675

10,000
515,992
769,632
150,431
580,300
152,113
32,920
49,568

2,926,824
1,399,780
877,672
462,743
30,883
71,457
84,286

流 動 資 産 15,516,554
現 金 及 び 預 金 4,199,888
受 取 手 形 55,023
電 子 記 録 債 権 388,975
売 掛 金 5,828,230
有 価 証 券 301,130
製 品 2,448,819
仕 掛 品 1,097,700
原材料及び貯蔵品 884,571
繰 延 税 金 資 産 215,909
そ の 他 102,631
貸 倒 引 当 金 △6,323

固 定 資 産 19,133,286
有形固定資産 11,234,184
建 物 4,896,654
構 築 物 784,804
機 械 装 置 3,008,279
車 両 運 搬 具 11,184 負 債 合 計 8,065,458
工 具 器 具 備 品 215,546 ( 純資産の部 )

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

その他利益剰余金

別 途 積 立 金

繰越利益剰余金

自 己 株 式

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

24,670,590

3,600,295

3,477,468

3,477,468

17,599,040

505,995

17,093,044

7,610,000

9,483,044

△6,214

1,913,792

1,913,792

土 地 2,172,299
リ ー ス 資 産 72,286
建 設 仮 勘 定 73,128
無形固定資産 408,693
の れ ん 384,733
ソ フ ト ウ エ ア 14,278
リ ー ス 資 産 9,682

投資その他の資産 7,490,408
投 資 有 価 証 券 6,013,622
関 係 会 社 株 式 443,782
長 期 貸 付 金 275,200
長 期 前 払 費 用 29,729
保 険 積 立 金 213,590
そ の 他 514,759
貸 倒 引 当 金 △275 純 資 産 合 計 26,584,382
資 産 合 計 34,649,841 負債及び純資産合計 34,649,841
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損 益 計 算 書

（平成27年12月１日から
平成28年11月30日まで） (単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 20,384,587

売 上 原 価 14,411,952

売 上 総 利 益 5,972,634

販売費及び一般管理費 3,571,557

営 業 利 益 2,401,077

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 124,636

有 価 証 券 利 息 2,612

そ の 他 72,875 200,125

営 業 外 費 用

支 払 利 息 7,861

為 替 差 損 36,701

そ の 他 7,366 51,929

経 常 利 益 2,549,273

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 249

投 資 有 価 証 券 売 却 益 188,709

退 職 給 付 制 度 改 定 益 102,323 291,282

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 5,142 5,142

税 引 前 当 期 純 利 益 2,835,413

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 788,986

法 人 税 等 調 整 額 31,989 820,976

当 期 純 利 益 2,014,437
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株主資本等変動計算書

（平成27年12月１日から
平成28年11月30日まで） (単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別途積立金

繰越利益
剰 余 金

当期首残高 3,600,295 3,477,468 203,411 3,680,880 505,995 7,610,000 8,049,434 16,165,430

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △450,325 △450,325

当期純利益 2,014,437 2,014,437

自己株式の取得

自己株式の消却 △203,411 △203,411 △130,501 △130,501

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － △203,411 △203,411 － － 1,433,610 1,433,610

当期末残高 3,600,295 3,477,468 － 3,477,468 505,995 7,610,000 9,483,044 17,599,040

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △155,302 23,291,304 2,213,122 2,213,122 25,504,426

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △450,325 △450,325

当期純利益 2,014,437 2,014,437

自己株式の取得 △184,825 △184,825 △184,825

自己株式の消却 333,912 － －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△299,330 △299,330 △299,330

事業年度中の変動額合計 149,087 1,379,286 △299,330 △299,330 1,079,956

当期末残高 △6,214 24,670,590 1,913,792 1,913,792 26,584,382
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法により算定しております。）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

３．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法。但し、平成10年４月１日以降取得の建物（附属設備は除く）並びに平成28年４月１日

以降取得の建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物　６～50年

構 築 物　３～50年

機 械 装 置　 ８年

車 両 運 搬 具　２～６年

工具器具備品　３～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

のれん

５年間の定額法により償却しております。

ソフトウェア（自社利用）

定額法。なお、償却年数については、社内における利用可能期間（５年）によっておりま

す。
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(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年11月30

日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。

(4) 長期前払費用

定額法

４．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支出に備えるため、支出見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。なお、当期末における年金資産が退職給付債務を超過しているため、前払

年金費用として投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

(イ)退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

については、給付算定式基準によっております。

(ロ)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理する

こととしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による

定額法により費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 固定資産撤去損失引当金

生産設備等の撤去に伴う支出に備えるため、支出見込額を計上しております。
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５．その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務等

(ハ)ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に、為替予約管理規程に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保さ

れているので決算日における有効性の評価を省略しております。

(2) 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（会計方針の変更)

　（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」

という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号平成25年９月13日。以下「事業

分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算

書類に反映させる方法に変更しております。企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基

準第58-２項(４)及び事業分離等会計基準第57-４項(４)に定める経過的な取扱いに従っており、当事

業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。なお、当事業年度において、計算書類及び

１株当たり情報に与える影響額はありません。

　（減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度から適用し、平成28年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、こ

の変更による損益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

　（貸借対照表関係）

　前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、貸借

対照表の明瞭性を高める観点から、当事業年度より独立掲記することとしました。なお、前事業年度

の「電子記録債権」は、455,118千円であります。
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（追加情報）

　(確定拠出年金制度への移行)

　当社は、平成27年12月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

本移行に伴う退職給付債務の減少による102,323千円の特別利益を当事業年度に計上いたしました。

(法人税率の変更等による影響)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正す

る等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以降に

開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金

資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1％から平成28年12月１日及び平

成29年12月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7％に、平成30年12

月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については30.5％となります。なお、

この税率変更による損益に与える影響は軽微であります。

　

（貸借対照表に関する注記）

１．有形固定資産の減価償却累計額 25,954,826千円

２．関係会社に対する金銭債権債務

　 短期金銭債権 108,382千円

　 長期金銭債権 240,000千円

　 短期金銭債務 456,911千円

３．保証債務

関係会社の金融機関からの借入金残高に対する保証

　 神港有機化学工業株式会社 104,230千円

（損益計算書に関する注記）

１．関係会社との取引高の総額

　 営業取引による取引高の総額（売上高） 164,831千円

　 営業取引による取引高の総額（仕入高） 1,419,514千円

　 営業取引以外の取引による取引高の総額 21,183千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

当事業年度期首
株式数
(株)

当事業年度
増加株式数

(株)

当事業年度
減少株式数

(株)

当事業年度末
株式数
(株)

自己株式

　普通株式 246,708 290,100 527,000 9,808

　合計 246,708 290,100 527,000 9,808

（変動事由の概要）

　自己株式の増加数及び減少数の内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 普通株式 290,100株

取締役会決議による自己株式の消却による減少 普通株式 527,000株

　

（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

　貸倒引当金 1,941千円

　未払事業税 44,830千円

　たな卸資産評価損 164,660千円

　その他有価証券評価差額金 31千円

　その他 4,445千円

　繰延税金資産（流動）小計 215,909千円

繰延税金資産（固定）

　投資有価証券評価損 1,067千円

　役員退職慰労引当金 141,136千円

　ゴルフ会員権評価損 3,611千円

　減損損失 54,883千円

　資産除去債務 25,793千円

　その他 14,584千円

　繰延税金資産（固定）小計 241,077千円

評価性引当額 △203,552千円

繰延税金資産合計 253,434千円

繰延税金負債（固定）

　その他有価証券評価差額金 △745,180千円

　前払年金費用 △148,964千円

　のれん △20,231千円

　資産除去債務 △822千円

繰延税金負債合計 △915,198千円

繰延税金資産（△は負債）の純額 △661,763千円
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（関連当事者との取引に関する注記）

当社の子会社及び関連会社等

種類
会社等

の名称
所在地

資本金

または

出資金

(千円)

事業の

内容

議決権等

の所有

（被所有）

割合(%)

関連

当事

者

との

関係

取引

の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

関連

会社

サ ン ユ ー

ケ ミ カ ル

㈱

大阪市

中央区
30,000

工業薬

品の製

造販売

(所有)

直接 45.0

(被所有)

直接 －

関節 －

製品

仕入

製品

の仕

入取

扱高

994,296 買掛金 372,311

(注)上記取引金額には消費税等は含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件および取引条件の決定方針等

製品の仕入については、一般の取引先と同様の手続きを踏まえ、同等の条件を適用しておりま

す。

（１株当たり情報に関する注記）

１．１株当たり純資産額 1,186円79銭

２．１株当たり当期純利益 89円75銭

　 算定上の基礎は次のとおりであります。

　 当期純利益 2,014,437千円

　 普通株式に係る当期純利益 2,014,437千円

　 普通株式の期中平均株式数 22,444,622株

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成29年１月16日

大阪有機化学工業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 黒 訓 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、大阪有機化学工業株式会社の平成27年12
月１日から平成28年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ

れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、大阪有機化学工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査報告
　

独立監査人の監査報告書
平成29年１月16日

大阪有機化学工業株式会社

取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 石 黒 訓 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 千 﨑 育 利 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、大阪有機化学工業株式会社の平成
27年12月１日から平成28年11月30日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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監査役会の監査報告
　

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年12月１日から平成28年11月30日までの第70期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の
上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたし
ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている業務の適正を確保するための体制について、そ
の取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている当該体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたし
ました。

③ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針及び各取組みについては、取締役会その他の審議
の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「監査に
関する品質管理基準」等にしたがって「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し
く示しているものと認めます。

② 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重
大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務
遂行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認めら
れません。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書、並びに連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成29年１月24日

大阪有機化学工業株式会社 監査役会

常勤監査役 伊 田 忠 夫 ㊞

社外監査役 吉 村 勲 ㊞

社外監査役 檜 山 洋 子 ㊞

　

以 上

― 49 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年01月24日 16時52分 $FOLDER; 49ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



株主総会参考書類

　第１号議案　剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当金に関する事項

第70期の期末配当金につきましては、当事業年度の業績等を勘案いたしま

して以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類

金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金13円 総額 291,202,990円

(注) 中間配当を含めた当事業年度年間配当は、１株につき金25円となります。

３．剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年２月27日

　第２号議案　監査役１名選任の件

監査役伊田忠夫氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
(生年月日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

なが やなぎ そう び

永 柳 宗 美
(昭和38年１月１日生)

昭和60年４月 当社入社
―株平成24年２月 当社内部監査室長

現在に至る

監査役候補者とした理由

　永柳宗美氏は、これまで内部監査部門での豊富な経験を通じ優れた監査能力を有しております。こ

れらの経験及び実績を活かすことを期待し、監査役候補者といたしました。

(注) １．永柳宗美氏は、新任候補者であります。
　 ２．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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　第３号議案　当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の継続の件
当社は、平成20年２月22日に開催の当社第61期定時株主総会（以下「第61期定

時株主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認により、当社の財務及び
事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118
条第３号に規定される基本方針をいい、以下「基本方針」といいます。）に照らし
て不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ(2)）として、当社株券等の
大量買付行為への対応策（買収防衛策）を導入いたしました。その後、平成23年
２月18日に開催の当社第64期定時株主総会（以下「第64期定時株主総会」といい
ます。）及び平成26年２月21日開催の当社第67期定時株主総会（以下「第67期定時
株主総会」といいます。）において、それぞれ内容を一部変更して継続することを
ご承認いただきました（以下、第67期定時株主総会において継続が承認された対
応策を「旧プラン」といいます。)。

旧プランの有効期限は、本定時株主総会の終了の時までとなっております。
当社は、旧プランの継続後も買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取
組み及び買収防衛策について検討を行ってまいりましたが、平成29年１月12日開
催の当社取締役会において、旧プランの内容を一部変更の上（以下、変更後のプ
ランを「本プラン」といいます。)、本定時株主総会において株主の皆様にご承認
いただくことを条件として継続することを決議いたしました。

本プランの旧プランからの主要な変更点は、主に字句及び表現の修正となって
おり、本プランの具体的な内容について、旧プランから実質的な変更はございま
せん。

なお、平成29年１月12日開催の当社取締役会においては、社外監査役を含む当
社監査役３名全員が出席し、いずれの監査役も、本プランの運用が適切に行われ
ることを条件に、本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。

また、平成28年11月30日現在の当社大株主の状況は、ご参考１のとおりであり
ます。現時点において、当社株券等の大量買付行為に関する提案は一切受けてお
りません。

　

記
　

Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題

と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務
及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉、
当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひ
いては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければな
らないと考えております。
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上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねら
れているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終
的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配
権の移転を伴う大量買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体
の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等
の大量買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資
するものであればこれを否定するものではありません。

しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量買付
けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対
する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそ
れがあるもの、対象会社の取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や
情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をも
たらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象会社の企業価値
ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されま
す。

当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない大量
買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切
であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を
採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向
上させる必要があると考えております。

Ⅱ．当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
　 １ 当社の企業価値の源泉

当社は、昭和21年12月の設立以来「従業員の愛情と和と勤勉を大切にし、常に
新しい技術の研鑽に努めることにより社会と産業界の進歩、発展に貢献する」こ
とを基本理念として、アクリル酸の国内における製造・販売の企業化に初めて成
功し、その製造技術を基に特殊アクリル酸エステルの製造・販売を行っています。
当社は、その独自の技術力を活かし、有機工業薬品として幅広い分野へ中間体原
料を提供しております。

当社の企業価値の源泉は、高度の研究開発力を活かした高付加価値製品拡大を
可能とするフレキシブルな工場稼動体制・供給体制及び営業・研究開発の連動に
よる少量・多品種の生産体制を活かした、多様なお客様の幅広いご要望に対する
スピーディーな対応力にあると考えています。さらに、顧客、取引先、当社従業
員及び地域社会等の様々なステークホルダーとの間で、長年にわたり良好な関係
の維持・発展に努め、企業価値の源泉となる信頼関係を築き上げてまいりました。
これらの企業価値の源泉を基に、上記Ⅰ記載の基本方針に示したとおり、企業価
値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目指しております。
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　 ２ 企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための取組み

当社は、アクリル酸エステル製品の製造・販売を軸に事業展開をしてまいりま

した。具体的には、塗料・粘接着剤・印刷インキ・合成樹脂等の原料としてのア

クリル酸エステル製品を安定収益基盤とする一方、このアクリル酸エステル製品

を発展的に応用展開した表示材料や半導体材料を中心とする電子材料分野を利益

成長事業として強化しております。

当社は、これらの事業を基に、企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利

益の確保・向上を実現するための経営戦略として、以下のように平成27年11月を

起点とする中長期経営計画を策定いたしました。この計画に沿い研究開発・市場

開発・生産体制及び経営基盤の強化を行うことにより計画達成を目指すものであ

ります。

10ヶ年中長期経営計画【Next Stage 10】の策定

10ヶ年中長期経営計画【Next Stage 10】(平成27年11月期から平成36年11月期)

の第1次5ヶ年中期経営計画(平成27年11月期から平成31年11月期)をスタートいた

しました。

10ヶ年中長期経営計画【Next Stage 10】では平成36年11月期の売上高300 億円

以上、営業利益30億円以上、海外売上高比率30％以上を目標に、当該計画の基本

方針『10年後のありたい姿に向けた基本方針』として４項目を揚げ、着実に収益

に結びつけるべく事業運営を図ってまいります。

① 既存事業における3つのNo.1実現に向けたビジネスモデルの革新

ア 『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性No.1

顧客の課題を解決する高機能な製品を継続して開発・提案

イ 少量多品種と開発・生産スピードNo.1

顧客要望にきめ細かく対応した少量多品種生産と製品開発・試作から工

場生産・納入に至るまで

ウ 一貫製造体制による顧客プロセスのソリューションNo.1

モノマーの品揃え・技術ノウハウとモノマーからポリマーの一貫開発/製

造体制をベースにした顧客プロセスのソリューション提供

② 新たな収益の柱となる新規事業の創出

　 『表面修飾・配列制御』『高純度』技術による機能性材料の創出

③ グローバル事業の拡大・推進

　 顧客・市場環境を踏まえた事業展開の加速

④ 経営・事業基盤の整備と強化

　 トータルコストの上昇抑制、人材育成・獲得と技能伝承、効率的な組織

　 基盤の整備
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また、株主還元につきましては、長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の強

化を図るとともに株主の皆様への利益還元を充実させることを経営の重要政策と

位置付け、会社の業績や今後の事業計画に備えた内部留保等の充実等を勘案して

バランスをとりつつ、配当性向30％を重要な指標のひとつとし、業績に応じた配

当額を決定いたします。

平成28 年11 月期においては、１株当たり年間25円（中間期12円、期末13円）

とさせていただきました。平成29年11月期につきましては、１株当たりの配当年

間20円（中間期9円、期末11円）を予定しております。

さらに、「企業の社会的責任の実現と企業価値の向上」を目指し、当社は、コー

ポレートガバナンスの充実が重要課題であると認識しております。

当社グループにおけるコーポレートガバナンスは公正な企業活動を期すととも

に、経営の透明性を高め経営システムの効率性とスピードの向上を目的とし、か

つ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための仕組みと捉え

ており、社内外とのゴーイング・コンサーン（事業活動の継続）の共通認識を醸

成しながらコーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題とし、その向上と改

善に取り組んでおります。また、内部統制システムの構築・推進、内部統制委員

会でのコンプライアンス及びリスク管理の強化や安全・環境・品質を重視し、

ISO-9001、ISO-14001、OHSASを推進するとともに、株主、顧客、取引先、当社従

業員及び地域社会等のステークホルダーにとって魅力ある企業を目指すことで、

長期的な観点に立ち財務体質と経営基盤の強化を図り、事業強化と適切な利益配

分により企業価値の向上を目指してまいります。

これらの取組みは、今般決定いたしました、上記Ⅰ記載の基本方針の実現に資

するものと考えております。

Ⅲ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み

１ 本プラン継続の目的

当社は、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

確保し、向上させる目的をもって本プランを継続するものです。

当社は、上記Ⅰ記載の基本方針のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆

様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者は当社の財務及び事業の方針の

決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対し

ては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株

主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる必要があると考えております。
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具体的には、当社が、独自の技術力やフレキシブルな生産対応力を維持し、

長年培われた技術資産や人的資産の流出を防ぎ、これらの資産を中長期的に保

護育成していくこと、さらには、販売先及び原料調達先等との継続的な信頼関

係を維持していくことが、必要不可欠と考えております。そのため、当社株券

等の大量買付けを行う者により、これらが中長期的に確保され、向上させられ

るのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損され

ることになります。

また、当社が株券等の大量買付けの提案を受けた際には、上記事項のほか、

当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の

企業価値を構成する事項等、様々な事項を適切に把握した上で、当該買付けが

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要

があります。

このように、当社株券等の大量買付けが当社の企業価値ひいては株主の皆様

の共同の利益の確保・向上に資するものであるか否かを株主の皆様に適切に判

断していただくためには、当社固有の事業特性や当社の歴史を十分に踏まえた

上で、当社の企業価値とその価値を生み出している源泉につき適切に把握して

いただくこと、また、大量買付けを行った者による当社の支配権の取得が、当

社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかを把握

していただくことが必要であると考えております。

そのためには、大量買付けを行う者から提供される情報に加え、当社固有の

事業特性を十分に理解している当社取締役会から提供される情報及び当該買収

者による支配株式の取得行為に対する当該取締役の評価・意見、場合によって

は当該取締役会によって提案される代替案等の必要十分な情報を踏まえていた

だくことが必要であると考えております。また、これらの検討には必要十分な

時間が確保される必要があると考えております。

以上のことから、当社は、当社株券等に対する大量買付けが一定の合理的な

ルールに従って行われることが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の

利益の確保・向上に資すると考え、大量買付けの提案がなされた場合における

情報提供等に関する一定のルール（以下「大量買付ルール」といいます。）を設

定するとともに、上記Ⅰ記載の基本方針に照らして不適切な者によって大量買

付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定

が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定

めた本プランを継続することといたしました。
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２ 本プランの概要

本プランは、当社株券等（注１）の特定株式保有者等（注２）の議決権割合

（注３）を20％以上とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株式保有

者等の議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（いずれについても

当社取締役会があらかじめ同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等

の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下、かかる買付行為を

「大量買付行為」といい、大量買付行為を行う者を「大量買付者」といいます。）

に応じるか否かを株主の皆様に適切にご判断いただくための必要十分な情報及

び時間を確保するために、大量買付者から意向表明書 (下記３(1)「大量買付者

に対する情報提供の要請」において定義します。以下同様とします。）が当社代

表取締役に対して提出された場合に、当社が、大量買付者に対して、事前に大

量買付情報（下記３(1)「大量買付者に対する情報提供の要請」において定義し

ます。）の提供を求め、当該大量買付行為についての評価、検討、大量買付者と

の買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、

独立委員会（独立委員会の詳細については下記３(3)「独立委員会の勧告」をご

参照下さい。）の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対して、新株予約

権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動する

ための大量買付ルールを定めています。また、本プランにおいては、当社取締

役会が実務上適切と判断した場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を

開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしてお

ります。

大量買付者は、大量買付ルールに従って、本検討期間（下記３(2)「当社取締

役会における大量買付行為の検討等」において定義します。以下同様としま

す。）が終了するまで、又は当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合に

は、当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が決議されるまでは、

大量買付行為を開始することができないものとします。

なお、本プランの概要については、ご参考２をご参照下さい。
　
注１：株券等

金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等を意味します。

注２：特定株式保有者等

(ｉ)当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）

の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保

有者とみなされる者及び当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。以

下同様とします。）及びその共同所有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保

有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者及び当社取締役会がこ

れに該当すると認めた者を含みます。以下同様とします。）

― 56 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年01月24日 16時52分 $FOLDER; 56ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



又は、

(ⅱ)当社の株券等（同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等

（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、競売買の方法によるか否かを

問わず取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその

特別関係者（同法第27条の２第７項に規定する特別関係者及び当社取締役会がこれ

に該当すると認めた者をいいます。）を意味します。

注３：議決権割合

議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式

数から、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出

されたものに記載された数の保有自己株式数を除いた株式の議決権数とします。

３ 大量買付ルールの内容

(1) 大量買付者に対する情報提供の要請

ア 意向表明書の提出

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取

締役に対して、大量買付ルールを遵守する旨の誓約文言等を記載した買

付意向表明書（以下「意向表明書」といいます。）を当社所定の書式によ

り、日本語で提出していただくこととします。

イ 情報提供の要請

当社取締役会は、かかる意向表明書を受領した後10営業日以内に、当

社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供し

ていただく情報（以下「大量買付情報」といいます。）のリストを大量買

付者に交付し、大量買付者には、速やかに当該リストに記載された情報

を当社所定の書式にて、日本語で提供していただくこととします。提供

を求める大量買付情報の項目は以下①乃至⑨のとおりです。

当社取締役会は、必要に応じて独立委員会に対する諮問を経て、大量

買付者から提供された大量買付情報が、大量買付者が行おうとする大量

買付行為の内容等を検討するために不十分であると判断した場合には、

大量買付者に対して、適宜合理的な回答期限を定めて追加情報を提供す

るよう求めることができるものとします。

また、当社取締役会は、本検討期間開始後に、大量買付者が、大量買

付情報を要求した前提となる大量買付行為の内容を変更した場合には、

当該変更後の大量買付行為に係る大量買付情報の提供を求めることがで

きるものとします。

なお、当社取締役会は、必要に応じて、意向表明書が提出された事実

及び大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報について、適

用ある法令等及び取引所規則に従って速やかに株主の皆様に開示します。
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また、当社取締役会は、独立委員会に対し、大量買付者から提供された

大量買付情報を提供するものとします。

① 大量買付者及びそのグループ（特定株式保有者等、利害関係者及び

組合・ファンドの場合の各組合員その他の構成員を含みます。以下

同様とします。）の概要（具体的な名称、資本構成及び財務内容等

を含みます。）

② 大量買付行為の目的、方法及び内容（大量買付行為の種類及び価

格、大量買付行為の実施時期、関連する取引の仕組み、大量買付行

為の方法の適法性、実行の蓋然性等を含みます。）

③ 大量買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無及び意思連

絡がある場合にはその内容

④ 買付対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数

値情報、一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内

容、及びそのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容等を

含みます。）

⑤ 買付資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の

具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容等を含みます。）

⑥ 大量買付行為後に意図する当社及び当社グループの事業計画を含む

経営方針、資本政策、配当政策及び財務政策

⑦ 大量買付行為後における顧客、取引先、当社従業員、地域社会等及

びその他当社のステークホルダーに対する対応方針

⑧ 当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑨ その他当社取締役会又は独立委員会が合理的に必要と判断する情報

(2) 当社取締役会における大量買付行為の検討等

　 当社取締役会は、大量買付者から受領した大量買付情報、当社取締役会が

独自に入手した情報等に基づいて、大量買付者による大量買付行為が、当社の

企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に資するものであるか

否かを評価・検討し、必要に応じて、大量買付者との買付条件等に関する交

渉、代替案の提案等を行うとともに、対抗措置の発動の是非を検討することと

します。
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　 当社取締役会は、評価・検討にあたって、下記(3)記載の独立委員会に対す
る諮問を行うほか、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者 (ファイ
ナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門
家を含みます。）の助言を受けることができるものとします。

　 当社取締役会としては、大量買付情報の受領が完了した日の翌日からこれ
らの検討期間（以下「本検討期間」といいます。）を開始するものとします。
本検討期間は、現金のみを対価（円貨）とする公開買付けによる当社株券等の
全部の買付けの場合は、最大60日間、その他の買付けの場合は最大90日間を設
定し、大量買付者は、本検討期間終了後にのみ、大量買付行為を開始できるも
のとします。当社取締役会は、本検討期間を開始した場合には、大量買付者に
通知するとともに、適用ある法令等及び取引所規則に従って速やかに株主の皆
様に開示します。

　 当社取締役会は、本検討期間が満了する時点においても、なお、大量買付
行為の内容についての検討、大量買付者との交渉、代替案の提案等が十分に行
われていないと判断した場合には、独立委員会に対する諮問を経て、その決議
により、大量買付行為の内容についての検討、大量買付者との交渉、代替案の
提案等のために必要な合理的範囲内において（最大30日を上限とします。）本
検討期間を延長することができるものとします。当社取締役会は、本検討期間
の延長の決議を行った場合には、延長の理由及び延長の期間を大量買付者に対
して通知するとともに、適用ある法令等及び取引所規則に従って速やかに株主
の皆様に開示します。

(3) 独立委員会の勧告
ア 独立委員会の設置

本プランにおいては、大量買付者に対する対抗措置の発動にあたり、
取締役会の恣意的判断を排除するため、当社取締役会の諮問機関として、
当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会を設置
し（独立委員会の規則の概要についてはご参考３のとおりです。)、その
判断を経ることとします。
独立委員会は３名以上で構成されるものとし、その委員は、当社取締

役会からの独立性が高い社外取締役、社外監査役及び社外有識者の中か
ら選任されるものとします。本プラン継続後の独立委員及びその略歴等
についてはご参考４をご参照下さい。

イ 独立委員会による検討等
独立委員会は、当社取締役会から諮問を受けた事項について、本検討

期間の範囲内で審議・検討し、当社取締役会に対して、勧告（対抗措置
発動の是非についての勧告のほか、当社取締役会から諮問を受けた事項
の実施の是非等についての勧告を含みます。）を行います。
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独立委員会は、取締役会を通じて受領した大量買付情報その他大量買

付者から提供を受けた情報に基づいて、審議・検討を行うものとします

が、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受

けた情報が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大

量買付者に対して、追加情報の提供を求めることができるものとします。

また、独立委員会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受け

た情報と当社取締役会の事業計画、当社取締役会による企業価値の評価

等との比較検討を行うために、当社取締役会に対しても、本検討期間の

範囲内で、適宜回答期限を定めたうえで、大量買付者の大量買付情報そ

の他大量買付者から提供を受けた情報の内容に対する意見（留保する旨

の意見を含むものとします。)、その根拠資料、代替案（代替案がある場

合のみに限ります。）その他独立委員会が適宜必要と認める情報等の提供

を求めることができるものとします。

さらに、独立委員会は、審議・検討にあたり、必要に応じて、当社の

費用負担において、当社取締役会から独立した第三者（ファイナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士及びコンサルタント等の専門家

を含みます。）の助言を受けることができるものとします。

当社取締役会は、その判断にあたり、独立委員会の勧告の内容を最大

限尊重した上で、決議を行うものとします。

なお、独立委員会は、当社取締役会に対して、勧告を行った後であっ

ても、当該勧告後に大量買付者が、大量買付行為を中止した場合等、勧

告の前提となる事実に変更があった場合には、勧告内容の変更又は勧告

の撤回等を行うことができるものとします。

４ 大量買付行為に対する対抗措置

(1) 対抗措置発動の条件

ア 大量買付ルールが遵守された場合

本プランは、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株券等の大量

買付行為について、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を

確保し、向上させるという観点から、株主の皆様に、大量買付行為を受

け入れるか否かの判断のために必要十分な情報、大量買付情報や大量買

付者との交渉に基づく当社取締役会の評価、意見、及び代替案の提案等

を受ける機会の提供、並びにこれらの検討のために必要十分な時間を保

証することを目的として一定の手続を定めているものです。

したがって、大量買付者が、大量買付ルールを遵守した場合には、原

則として、対抗措置の発動は行わないものとします。
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ただし、大量買付者が、大量買付ルールを遵守している場合であって

も、大量買付情報、その他大量買付者から受領した情報及び当社取締役

会が独自に入手した情報に基づいて、大量買付行為の内容等を検討した

結果、当該大量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらすことが明

らかであると認められる行為であり、対抗措置を採ることが相当である

と判断する場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重

した上で、対抗措置の発動の決議を行うものとします。ここで、当社に

回復し難い損害をもたらすことが明らかであると認められる行為である

場合とは、具体的には、以下の①乃至⑧のいずれかの要件の一つ又は複

数の要件に該当する場合をいうものとします。

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株

式の株価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取ら

せる目的で大量買付行為を行っている場合（いわゆるグリーンメイ

ラー）

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産

権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大量買付者又

はそのグループに移譲させる目的で大量買付行為を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大量買付者又はそのグルー

プの債務の担保や弁済原資として流用する予定で大量買付行為を行

っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不

動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益を

もって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価

の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で大

量買付行為を行っている場合

⑤ 最初の買付けで全ての当社株券等の買付けの勧誘をすることなく、

二段階目の買付条件を不利に（あるいは明確にしないで）設定し、

買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上売却を強要する結果

となっている場合（いわゆる強圧的二段階買収）

⑥ 買付けの条件（買付対価の価格・種類、買付けの時期、買付方法の

適法性、買付けの実行の蓋然性、買付後の経営方針・事業計画及び

買付後における当社の他の株主、顧客、取引先、当社従業員、地域

社会等及びその他の当社のステークホルダーに対する対応方針等を

含みます。）が、当社の本源的価値に鑑み著しく不十分又は不適当

な買付けである場合
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⑦ 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な顧客、取引先、当社従
業員及び地域社会等その他当社のステークホルダーとの関係又は当
社のブランド価値を破壊し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の
共同の利益に著しく反する重大なおそれをもたらす大量買付行為で
ある場合

⑧ その他①乃至⑦に準じる場合で、当社の企業価値を毀損し、会社の
利益ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく害すると認められる
場合

イ 大量買付ルールが遵守されない場合
大量買付者が、大量買付ルールを遵守しなかった場合、当社取締役会

は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社の企業価値ひいては
株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるために、対抗措置の発動
の決議を行うものとします。

ウ 株主総会の開催
上記ア「大量買付ルールが遵守された場合」記載のとおり、大量買付

ルールが遵守された場合には、当社取締役会は、独立委員会の勧告の内
容を最大限尊重した上で、大量買付行為に対する対抗措置発動の是非を
決議することを原則としますが、独立委員会が、当社取締役会に対して、
株主の皆様の意思を直接確認することが望ましいとの勧告をした場合や、
当社取締役会自身が、本プランに従った対抗措置の発動の決議に際して、
大量買付者による大量買付行為の内容、時間的猶予等諸般の事情を考慮
の上、法令及び当社取締役の善管注意義務等に鑑みて、独立委員会に対
する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と
判断する場合（当社取締役会が独立委員会の勧告内容にかかわらず、企
業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のため、当該勧告
に加えて、さらに株主の皆様の意思を直接確認する必要があると考える
場合等であって、かつ、実務上株主の皆様の意思を直接確認することが
可能である場合）には、当社取締役会は、会社法上の機関としての株主
総会を招集し、対抗措置の発動に関する株主の皆様の意思を確認するこ
とができるものとします。当社取締役会は、当社株主総会の開催を決定
した場合、速やかに当該決定を行った事実及びその理由を開示するとと
もに、実務上可能な限り速やかに株主総会を招集するものとします。
また、当社取締役会は、株主総会が開催された場合、対抗措置の発動

に関して、当該株主総会における株主の皆様の判断に従うものとします。
なお、大量買付者は、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合

には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が決議される
までの間、大量買付行為を開始してはならないものとします。
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(2) 対抗措置の発動及びその内容
当社取締役会は、大量買付者が、大量買付ルールを遵守しない場合又は大量

買付ルールを遵守した場合でも当社に回復し難い損害をもたらすことが明らか
である行為であり、対抗措置を採ることが相当であると判断する場合には、独
立委員会の勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為に対して対抗措置を発動
するものとします。
具体的な対抗措置としては、新株予約権の無償割当てその他法令又は当社定

款において当社取締役会の権限として認められているものの中から、その時々
の状況に応じて、適切なものを選択するものとしますが、新株予約権の無償割
当てを行う場合の当該新株予約権の概要はご参考５のとおりです。

　 なお、当社取締役会は、対抗措置の発動を決定した後であっても、大量買
付行為の内容の変更又は撤回等、対抗措置発動の前提となる事実に変化が生じ
たなどの理由により、当該大量買付行為が、当社に回復し難い損害をもたらす
ことが明らかである行為であると認められなくなった場合又は対抗措置を採る
ことが相当ではないと判断される場合には、独立委員会への諮問を経た上で、
対抗措置の発動に係る決議を撤回することができるものとします。対抗措置の
発動に係る決議を撤回する場合には、適用ある法令等及び取引所規則に従って
速やかに株主の皆様に開示します。

５ 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成32年２月に開催予定の当社第73期定時株主総会

の終了の時までとし、本プランの継続については、当該定時株主総会において
株主の皆様の意思を確認することとします。株主の皆様のご承認が得られた場
合の有効期間は３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終了の時までとし、以後も同様とします。株主の皆様からのご承認が
得られなかった場合、本プランは当該定時株主総会終了の時をもって失効しま
す。

もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを
廃止する旨の決議が行われた場合、又は当社取締役会において本プランを廃止
する旨の決議が行われた場合には本プランはその時点で廃止されるものとしま
す。

また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プラン導入の
趣旨に反しない限り、本プランに関する法令、取引所規則等の新設又は改廃が
行われたことにより、本プランを修正することが適切な場合、誤字脱字等の修
正・補充等の字句の修正を行うのが適切であり、当社株主の皆様に不利益を与
えない場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更
する場合があります。

当社は、本プランの廃止、修正又は変更がなされた場合には、当該廃止、修
正又は変更等の事実及び内容その他の事項について、適用ある法令等及び取引
所規則に従って速やかに株主の皆様に開示します。
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Ⅳ．上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
　 １ 基本方針の実現に資する特別な取組み（上記Ⅱ）について

上記Ⅱ「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組み
は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に向
上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に
資するものです。

したがって、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共
同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも
のではありません。

２ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が
支配されることを防止するための取組み（上記Ⅲ）について

(1) 当該取組みが基本方針に沿うものであること
　 本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量
買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が
代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のた
めに大量買付者等と交渉を行うこと等を可能としたりすることにより、当社の
企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させるための取組み
であり、基本方針に沿うものであります。

(2) 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、
当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　 当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益
を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではな
いと考えております。
ア 買収防衛策に関する指針等を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日付で発表した「企
業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」
において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事
前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足し
ています。また、平成20年６月30日に企業価値研究会が発表した「近時の諸
環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になって
おり、合理性を有するものであります。

イ 株主の皆様の意思の重視と情報開示
当社は、第61期定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、

当社株券等の大量買付行為への対応策を導入し、また、第64期定時株主総会
及び第67期定時株主総会において、いずれも株主の皆様に旧プラン（第64期
定時株主総会において承認されたプランを含みます。以下同じとします。）
の継続についてご承認いただきました。さらに、本定時株主総会における株
主の皆様のご承認を本プラン継続の条件としており、当該対応策の導入、旧
プラン及び本プランの継続には株主の皆様の意思が反映されるものとなって
います。
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また、上記Ⅲ５「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本
プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃
止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されること
になっており、この点においても、本プランの導入及び廃止は、株主の皆様
の意思を尊重した形になっております。
さらに、これらに加えて、上記Ⅲ４(1)ウ「株主総会の開催」記載のとお

り、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合には、株主総会を開
催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認すること
とされており、株主の皆様の意思が反映されます。
また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当

社株式の売却を行うか否かについての判断、対抗措置の発動の是非を判断す
る株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくた
めに、当社取締役会は、上記Ⅲ３(1)「大量買付者に対する情報提供の要請」
記載のとおり、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主
の皆様へ適用ある法令等及び取引所規則に従って速やかに株主の皆様に開示
します。

ウ 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
① 独立性の高い社外者の判断の重視

当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除する
ために、引き続き、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、上記Ⅲ３(3)「独立委

員会の勧告」記載のとおり、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗
措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して
勧告し、当社取締役会は勧告を最大限尊重して決議を行うこととされて
おり、取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除す
ることができる仕組みが確保されています。

　 ② 合理的な客観的要件の設定
本プランは、上記Ⅲ４「大量買付行為に対する対抗措置」記載のとお

り、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守
しない場合、又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合と
して合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動す
ることとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な
対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえ
ます。

さらに、上記Ⅲ４(1)ウ「株主総会の開催」記載のとおり、当社取締役
会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非は当社
株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣
意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているもの
といえます。
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エ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅲ５「本プランの有効期間、廃止及び変更」記載のとおり、本プ

ランは、当社取締役会により廃止することができるものとされているこ

とから、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替

させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、

当社は取締役の任期について期差任期制を採用していないため、本プラ

ンはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行う

ことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）

でもありません。

Ⅴ．株主及び投資家の皆様に与える影響等

１ 本プランの継続が株主・投資家の皆様に与える影響等

本プランは、継続時点において新株予約権の割当て等を行うものではありま

せんので、株主の皆様の権利関係に直接の影響はございません。

もっとも、本プランは、株主及び投資家の皆様が大量買付行為に応じるか否

かを判断するために必要十分な時間及び情報の確保や、現に当社の経営を担っ

ている当社取締役会の評価、意見等を提供し、さらには、株主及び投資家の皆

様が代替案の提案を受ける機会を保証することを目的としています。これによ

り、株主及び投資家の皆様は、必要十分な時間及び情報に基づいて、大量買付

行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となるものと考えて

おります。したがいまして、本プランの導入は、株主及び投資家の皆様が適切

な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の共同

の利益の確保・向上に資するものであると考えております。

なお、上記Ⅲ４「大量買付行為に対する対抗措置」記載のとおり、大量買付

者が大量買付ルールを遵守するか否かにより当該大量買付行為に対する当社の

対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大量買

付者の動向にご注意下さい。

２ 対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響等

大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、

当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを

目的として、新株予約権の無償割当てその他法令及び当社定款において当社取

締役会の権限として認められている対抗措置を採ることがありますが、当社取

締役会が具体的対抗措置を採ることを決定した場合には、法令及び取引所規則

に従って適時適切な開示を行います。
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当社取締役会が決定した対抗措置として新株予約権無償割当てを行った場合

には、大量買付者（その特定株式保有者等その他のご参考５の７（新株予約権

の行使条件）により新株予約権を行使できない者を含み、以下、本項において

同様とします。）については、保有する株式について希釈化が生じるなど、その

法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。

これに対し、対抗措置発動の対象となった大量買付者を除く株主の皆様につ

いては、当該対抗措置の仕組み上、法的権利又は経済的側面において格別の損

失が生じる事態になることは想定されておりません。

仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金銭の払込

みその他の新株予約権の行使にかかる手続を経られないときには、他の株主の

皆様による新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が希釈化す

ることになります。ただし、当社は、ご参考５の６（当社による新株予約権の

取得）のとおり、大量買付者を除く株主の皆様から未行使の新株予約権を取得

し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。当社がかかる取

得の手続をとった場合、大量買付者を除く株主の皆様は、本新株予約権の行使

及び所定の行使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社株式を取得する

こととなり、保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有

する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。

なお、当社は、対抗措置として新株予約権の無償割当ての決議を行い、新株

予約権の割当てを受ける株主の皆様が確定した後であっても、効力発生日の前

日までの間に新株予約権の無償割当てを中止し、又は新株予約権の無償割当て

の効力発生日以降行使期間開始日前日までの間に無償にて当該新株予約権を取

得することがあります。これらの場合には、当社株式１株当たりの価値の希釈

化は生じないことから、当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前

提にして売買を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害

を被る可能性があります。

３ 新株予約権の無償割当てを行う場合に株主の皆様に必要となる手続

対抗措置として考えられるもののうち、ご参考５の概要に従って新株予約権

の無償割当てを行った場合、及び当社が新株予約権を取得する場合に、株主の

皆様に関連する手続については、以下のとおりであります。

(1) 新株予約権無償割当てを行う場合の手続

　 新株予約権の無償割当ての対象とされた株主の皆様は、当社取締役会にお

いて定めた効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、割当てに伴

って特別な手続を行っていただく必要はありません。
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　 ただし、新株予約権の無償割当ては、当社取締役会が定めた一定の基準日

時点の株主の皆様に対して行われるため、名義書換が完了していない株主の皆

様におかれましては、当該基準日までに名義書換を完了していただく必要があ

りますのでご留意下さい。

(2) 株主の皆様が新株予約権を行使する場合

　 新株予約権を行使する場合には、当社株式を取得するために所定の期間内

に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。かかる手続の詳細につ

きましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法令等

に基づき別途お知らせいたします。

(3) 当社が新株予約権を取得する場合

　 当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得する場合には、当社が取得

に必要な所定の手続を行えば、当社取締役会が当該取得の対象とした新株予約

権を保有する株主の皆様は、行使価額相当額の払込み等の新株予約権の行使に

かかる手続を経ることなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株

式の交付を受けることができます。ただし、当社が新株予約権を取得する際

に、大量買付者に該当しないことを証する書面等の提出をお願いする場合がご

ざいます。

以 上
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ご参考１

平成28年11月30日現在の当社大株主の状況

１．発行可能株式総数 76,000,000株

２．発行済株式総数 22,410,038株

３．株主数 3,433名

株 主 名
当社への出資の状況

持 株 数 議決権比率

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

1,457千株 6.5％

Western Red Cedar株式会社 1,080千株 4.8％

三菱レイヨン株式会社 928千株 4.1％

大阪有機化学従業員持株会 705千株 3.1％

JSR株式会社 700千株 3.1％

鎮目泰昌 686千株 3.0％

安川義孝 652千株 2.9％

株式会社日本触媒 596千株 2.6％

東亞合成株式会社 521千株 2.3％

嶋田早智子 498千株 2.2％

注）表示単位未満は切り捨てて表示しております。

以 上
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大量買付者の出現

大量買付ルールを
遵守する場合

意向表明書の受領
(代表取締役宛)

大量買付情報リストの交付

大量買付情報の受領

大量買付情報の追加要求

取締役会による審議・検討
(最大60日間又は90日間 (最大30日間の延長))

株主総会開催

対抗措置不発動
対抗措置発動

(新株予約権無償割当て等)

取締役会

大量買付ルール
を遵守しない場合

諮問

勧告

受領後
10営業日以内

諮問

勧告

必要に応じ
て諮問

不遵守の場合
適宜移行

不遵守の場合
適宜移行

不遵守の場合
適宜移行

諮問を受
けて勧告

独
立
委
員
会

当社に回復し難い
損害を与えること
が明らかでない、
対抗措置の発動が
不相当な場合

※取締役会は独立委員
会の勧告を最大限尊重

上記フローチャートは、あくまで大量買付ルールの概要をわかりやすく説明するための参考として作成されたものであり、
大量買付ルールの詳細内容については本文をご参照下さい。

株主総会の開催が
実務上適切と判断

当社に回復し難い
損害を与えること
が明らかであり、
対抗措置の発動が
相当な場合

ご参考２
本プランの概要

　

　

以 上
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ご参考３
独立委員会規則の概要

　

１．独立委員会設置の目的
独立委員会は、本プランにおける取締役会の判断の客観性、公正さ及び合理性を
担保するために設置される。

２．独立委員会の構成
独立委員会の委員は３名以上とし、公正で合理的な判断を可能とするため、当社
の業務執行を担う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び社外の有
識者等（弁護士、公認会計士、実績ある企業経営者、学識経験者等又はこれらに
準ずる者を含む。）の中から選任される。

３．独立委員の任期
独立委員会の委員の任期は、選任の時から、その後最初に開催される定時株主総
会の終了後最初に開催される取締役会の終了の時までとし、再任を認めるものと
する。

４．独立委員会の招集手続
独立委員会は、当社代表取締役の要請により、独立委員会の決議により選定され
る議長又は各独立委員が招集する。

５．独立委員会の決議方法
独立委員会の決議は、原則として独立委員全員が出席し、原則として全員の一致
をもってこれを行う。

６．独立委員会の権限事項
独立委員会は、当社取締役会からの諮問を受けて、以下の各号に記載される事項
につき審議・検討を行い当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会の各
委員は、当社の企業価値ひいては株主の共同の利益の確保・向上に反するか否か
という観点から審議・検討を行うこととする。
① 本プランにおける対抗措置の発動の是非
② 本プランにおける対抗措置の中止又は撤回
③ 大量買付者から提出された情報が必要かつ十分か否かの判断
④ 対抗措置の発動の是非を検討するにあたり、必要となる追加情報の提供を請

求する場合の追加情報の範囲
⑤ 株主に不利益を与えない範囲の本プランの修正又は変更
⑥ その他本プランに関連して当社取締役会が任意に独立委員会に諮問する事項
独立委員会は、審議・検討にあたり、大量買付情報その他大量買付者から提供を
受けた情報が不十分であると判断した場合には、当社取締役会を通じて大量買付
者に対して、追加情報の提供を求めることができる。

７．独立委員会の出席者
独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役又は従業員代表等を出席さ
せ、独立委員会が必要な情報の提供を求めることができる。
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８．第三者の助言
独立委員会は、その職務の執行にあたり、当社の費用負担において、当社取締役
会から独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士
及びコンサルタント等の専門家を含む。）の助言を受けることができる。

以 上
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ご参考４

独立委員会委員の氏名及び略歴

【氏 名】檜 山 洋 子

【略 歴】昭和46年２月18日生まれ

　 平成12年４月 大阪弁護士会登録

　 平成13年４月 吉井昭法律事務所（現エートス法律事務所）入所

　 平成22年１月 当社独立委員（現任）

　 平成22年２月 当社社外監査役（現任）

　 平成22年８月 アメリカニューヨーク州弁護士登録

　 平成23年11月 株式会社アキラ代表取締役（現任）

　 平成26年10月 弁護士法人エートス社員弁護士（現任）

【氏 名】吉 村 勲

【略 歴】昭和19年３月６日生まれ

　 昭和48年９月 公認会計士登録

　 昭和57年２月 吉村勲公認会計士税理士事務所開業

　 平成15年２月 当社社外監査役（現任）

　 平成20年２月 当社独立委員（現任）

　 平成23年６月 古林紙工株式会社社外監査役（現任）

【氏 名】安 原 徹

【略 歴】昭和35年１月27日生まれ

　 平成７年10月 公認会計士安原誠吾事務所入所

　 平成９年７月 ペガサス監査法人に参加

　 平成11年４月 安原公認会計士事務所として公認会計士登録

　 （現任）

　 平成16年９月 甲南大学法科大学院（ロースクール）兼任教授

　 （現任）

　 平成16年９月 ペガサス監査法人代表社員就任（現任）

　 平成20年２月 当社社外取締役（現任）

　 平成20年２月 当社独立委員（現任）
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【氏 名】濵 中 孝 之

【略 歴】昭和45年６月９日生まれ

　 平成10年４月 大阪弁護士会登録、昭和法律事務所（現はばたき

　 綜合法律事務所）入所

　 平成17年７月 ベルギー王立ルーヴァン・カトリック大学院法学

　 部EU Law LL.M.取得

　 平成17年７月 リンクレーターズ・ブリュッセルオフィスEU競争

　 法部勤務

　 平成19年12月 はばたき綜合法律事務所パートナー（現任）

　 平成28年２月 当社社外取締役（現任）

　 平成28年２月 当社独立委員（現任）

以 上
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ご参考５

新株予約権の概要
　

１．割当ての対象となる株主及び株主に割当てる新株予約権の数

当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主

に対し、その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）１株につ

き１個の割合で新株予約権を無償で割り当てる。

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個の行使

により交付される当社普通株式の数は１株とする。ただし、当社が株式分割もし

くは株式併合を行う場合又はその他の場合においては、所要の調整を行うものと

する。

３．新株予約権無償割当ての効力発生日

当社取締役会において別途定める。

４．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額は、当社普通株式１株当り金１円以上として当社取締

役会において定める額とする。

５．新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要するものとす

る。

６．当社による新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が定める日（以下「取得日」という。）をもって、取得日

の前日までに未行使の新株予約権（ただし、以下７の規定に従い定められた行使

条件等により新株予約権を行使できない者が有する新株予約権を除く。）のすべ

てを取得し、これと引き換えに、新株予約権１個につき、当社普通株式１株を交

付することができる。

７．新株予約権の行使条件

大量買付者及びその特定株式保有者等並びに大量買付者及びその特定株式保有者

等から当社取締役会の承認を得ずに新株予約権を取得又は承継した者は、新株予

約権を行使できないものとする。その他の行使条件については、当社取締役会に

おいて定めるものとする。

８．新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間、その他必要な事項については、当社取締役会において別

途定める。

以 上
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　第４号議案　役員退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任される伊田忠夫氏に対し、

在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職

慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の

協議によることにご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

伊　田　忠　夫
い だ ただ お 平成17年２月 当社監査役

現在に至る

以 上
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〔メモ欄〕
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〔メモ欄〕
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町　

駅

N

綿業
会館

ヴィアーレ大阪

本 町 通

株主総会会場

株主総会会場ご案内図

会 場

大阪市中央区安土町三丁目１番３号

ヴィアーレ大阪 ４階 ヴィアーレホール

電 話 06（4705）2411

（昨年までの会場より変更となっておりますので、下記の会場

ご案内図をご参照の上ご来場をお願い申しあげます。）

（お願い）駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいます

ようお願い申しあげます。

（交通機関）

　・本 町 駅（地下鉄御堂筋線）……徒歩約３分

　・堺筋本町駅（地下鉄堺筋線）………徒歩約５分
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